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概略図① 開発の目的

排水施設の
検査対象

非自己居住用（長屋、共同住宅等）　　※自己用住宅は概略図②、非自己居住用（分譲住宅）は概略図③をご確認ください。
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全ての排水施設（建築物周辺の排水桝等を含む）が検査対象です。

全ての排水施設（建築物周辺の排水桝等を含む）が検査対象です。
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開発許可申請における工事完了予定

日は、開発工事の完了予定日です。

建築工事の完了予定日ではありませ

ん。

通常、建築工事は開発工事よりも後

に完了することが想定されますが、開

発許可申請書には、建築工事ではな

く、開発工事の完了予定日を記載して

ください。

工事着手後、速やかに着

手届を提出してください。公

告前承認は、着手届提出

後（同日可）に提出してくだ

さい。

公告前承認を受けない限り、

完了公告前に建築工事を行う

ことはできません。（都市計画

法第37条）

建築確認の手続を進めること

は可能ですが、建築工事の開

始前に、必ず、公告前承認を

受けてください。

公告前承認の条件により、開発工

事完了公告前に、建築物を使用す

ることはできません。

このため、建築物の使用開始は、

完了公告後になります。

公告前承認を受け、完了

公告前に建築工事を行う

必要があります。

このため、適合証明は、開

発許可後であれば、開発

工事に着手していなくても

申請可能です。

なお、適合証明に添付する

土地利用計画図（配置図）

は、開発許可と同様の図

面としてください。

建築基準法の完了検査において、建

築物とその敷地が、都市計画法等の

関係規定に適合していることが確認

できた後に、建築確認の検査済証が

交付されます。

したがって、開発工事の検査済証の

交付後に、建築確認の検査済証が交

付されることとなります。


